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１.　プランの目的

　学校教育の成否は教師にかかっており、教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保することが不可欠です。
　公教育の要である教師を取り巻く環境は大変厳しい状況となっており、教師が日々活き活きと子供たちに向き合うことができるよう、教師を取り巻く環境整備として、学校における働き方改革の更なる加速化多様化・複雑化する教育課題への対応に向けた学校の指導・運営体制の充実高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇改善を総合的に進める必要があります。
[bookmark: _Hlk220597132]これまでは、「こどものため」という合言葉のもと、学校では、社会の様々な要請を受けながら、熱意や使命感ある教師たちが、こどもに関わる多くの業務を担ってきました。しかし、「こどものため」とはいっても、長時間勤務で疲れている教師ではこどもたちに良い指導はできません。それどころか、過労死に至ってしまうという痛ましい事態も起こっています。教師の働く環境が厳しいと、意欲・能力のある若者が教師を志さなくなり、学校教育の質の低下を招くことにもなりかねません。そこで、教師のこれまでの働き方を見直し、限られた時間の中で、こどもたちに効果的な教育活動を行えるようにするために、「学校の働き方改革」が求められています。学校を安心して働ける職場とし、優秀な人材が教職を志すためにも、町教育委員会と学校、保護者、地域が一体となって働き方改革に取り組んでいくことを目指します。


なお、本プランは、国及び県教育委員会の動向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。





２.　プランの期間

令和８年度から令和１１年度までを取組期間として、働き方改革の推進に取り組みます。
なお、本プランは、国及び県教育委員会の動向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。


３.　プランの対象者

上関町立小・中学校に勤務する教育職員。


４.　現況・目標

上関町の現況
本町では国が定める「時間外在校等時間の上限方針の遵守」として、「月４５時間、年３６０時間を超える教員の割合を０%に近づける」ことを目標に実施し、教育職員の時間外在校等時間の管理及びその時間の縮減に取り組んでいます。
上関町における教育職員の時間外在校等時間の状況については以下のとおりです。


時間外在校等時間が1か月当たり45時間超の教員の割合
年度	　　　　　　小学校　	　　　中学校
令和4年度	　　 15.7％	　　　56.3％
令和5年度	　 　11.6％	　　　38.0％
令和6年度	　 　31.7％	　　　16.7％


教員一人当たりの1か月の平均時間外在校時間の状況
年度	　　　　　　小学校	　　　中学校
令和4年度	　 　27.6時間	　　　48.9時間
令和5年度	　 　25.4時間	　　　38.5時間
令和6年度	　 　41.9時間	　　　23.5時間

令和6年度は小学校が増加していますが、年々減少傾向にあります。





5.　プランに対する取組

（1）教育委員会における取組

①　校長会での検証
「学校の働き方改革」について、各小中学校長と連携し、取組について検証し、改善の必要がないか内容を精査します。

②　夏季冬季休業中の閉庁実施
　　長期休業中に年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するため、学校閉庁日を実施していきます。

③　留守番電話の設定
　　緊急時の連絡体制を確保したうえで、児童生徒の下校後、一定時間が経過した平日の夜間や休日は、留守番電話対応としていきます。

④　人材の配置
町雇用による複式解消教員、非常勤、特支補助教員、学習補助支援員、教員業務支援員等を配置し業務の軽減を図ります。

⑤　提出物、調査物の省力化
　　学校からの届出及び調査・報告文書について、必要性等を随時検討し、削減に努めます。

[bookmark: _Hlk220596281]⑥　小中一貫教育の有効活用
小中一貫教育を有効的に活用し、乗入れ授業、合同学習会等を実施し、合理的に業務を実施します

⑦　ＣＳの充実と活用促進
　　コミュティ・スクール等、地域のネットワークを生かし、地域住民・保護者による教育活動の充実を図ります。

⑧　地域の人材の有効活用
地域協育支援ボランティア、学校支援ボランティアを支援し、地域の教育力を活用した学校運営の充実を図ります。

⑨　ＩＣＴ活用の推進
利用可能なＩＣＴについて情報収集を行い、校務支援に係る電子化を推進します。校務に活用できるＩＣＴについての関連研修の実施を支援し、教員の情報活用能力の向上を図ります。
⑩　部活動改革の推進
部活動の適切な運営のための体制を整備し、適切な休養日等の設定の定着を図ります。また、町内の各団体や指導者と協議を行い、地域展開を進めます。

⑪　メンタルヘルス対策の推進
教職員のメンタルヘルス対策を推進するため、全ての学校でストレスチェックを適切に実施することや、必要に応じて医師による面接指導が実施できるよう面接指導体制を引き続き整備します。また、様々なハラスメントの防止や苦情等の相談に対応する体制を整備することで、校務の能率向上及び健全な職場環境の確保に努めます。


（2）学校における取組

⑫　時間外在校等時間を把握
　　管理職の責任において個々の業務量の調整・見直しを進めることができるように勤務時間の客観的な記録・把握が出来る環境を整備します。

⑬　働き方への意識改善
[bookmark: _Hlk221530098]　　教職員一人一人が働き方改革に取り組んでいく上で、その意義を理解し自らが実践して獲得していくものという意識をもって、働き方改革に取り組んで参ります。

⑭　小中共同実践事項の共通理解の促進
　　小中一貫教育による環境を活用し、小学校と中学校の教職員が連携して課題に取り組んで参ります。

⑮　情報共有体制の整備
　　教職員同士のコミュニケーションの向上や風通しのよい職場の実現を図り、職員が気兼ねなく情報交換や相談できる雰囲気の醸成に努めます。

⑯　行事・会議の精選
　　学校現場では学校行事や会議の数が増加し、教職員の負担増になっており削減していく必要があります。行事や会議の開催は優先順位をつけて精選して実施します。

⑰　校務分掌、業務の平準化
　　一部の教職員に業務負荷が偏らないようにするために、管理職は勤務実態の把握に努めながら、業務負担の大きい教職員への校務の適正化や平準化に積極的に取り組みます。

⑱　定時退勤に関する理解の促進、実施
　　教職員の過重労働や心身の健康リスクを軽減し、質の高い授業を維持するために、定時退勤を促進して参ります。

⑲　部活動指導の在り方見直し
　　中学校において部活動指導が教職員の長時間勤務の一因となっている現状から、部活動指導員や地域指導者の活用を進めます。

⑳　ラインケアの充実
[bookmark: _GoBack]　　管理職自らが率先して教職員に声がけを行い、教職員の心身の健康状態を適確に把握するとともに、教職員が不安に感じていることや業務上の悩みを管理職に相談しやすい人間関係づくりに取り組みます。



